
 

預金商品概要説明書（納税準備預金） 

 

●この「商品概要説明書」は、納税準備預金の商品内容の概要を記載したものです。 

詳しくは「納税準備預金規定」をご覧ください。 

1．商品名 納税準備預金 

2．販売対象 法人および個人 

3．預入期間 定めはありません。 

4．預入 

(1)預入方法 随時お預入れできます。 

(2)預入金額 １円以上 

(3)預入単位 １円単位 

5．払戻方法 原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。 

6．利息 

(1)適用金利 

毎日の店頭表示利率を適用します。（変動金利） 

（金利は、店頭の金利表示ディスプレイ、ホームページに表示していま

す。） 

(2)利払方法 毎年２月と８月の第３日曜日の翌日に、口座に入金します。 

(3)計算方式 
毎日の最終残高１,０００円以上につき、付利単位１００円とし、 

１年を３６５日とする日割計算。 

(4)税金 

・利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻しした

場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は課税されま

す。 

 a.個人のお客様は、利息に対し２０．３１５％（国税１５．３１５％、

地方税５％）の源泉分離課税が適用されます。 

 b.法人（非課税法人を除く）のお客様は、利息に対し総合課税が適用

されます。 

  ※平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までの間にお受取りにな

るお利息には「復興特別所得税」が課税され、２０．３１５％の税率となり

ます。 

・但し、預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である

場合は、その払戻額が同法に定める一定金額のときには所得税はか

かりません。 

・租税納付以外の目的で払戻しした場合には、その払戻日が属する利息

計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によっ

て計算します。 

7．手数料  

8．付加できる特約事項  

9．中途解約時の取扱  

10．その他参考となる事項  

 (1)通帳 通帳を発行します。(注)キャシュカードの発行はいたしません。 

 (2)預金保険制度 

本商品は預金保険の対象ですが、全額保護の対象ではありません。 

（預金保険制度により保護される他の預金と合計して、預金者一人あ

たり一金融機関毎に元本１,０００万円までとその利息が保護され

ます。） 



 

11．苦情処理措置・紛争解決 

措置 

・苦情処理措置 

 ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のあ

る営業店または下記の窓口をご利用ください。 

【窓  口：ひだしんお客様相談室】 

 受 付 日：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および組合の休業日は

除く） 

 受付時間：９：００～１７：３０ 

 電 話：０１２０-３６-４５０１ 

 なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意してお

りますのでお申し付けいただくか、当組合ホームページをご覧くだ

さい。 

 ホームページアドレス https://www.hidashin.co.jp/ 

・紛争解決措置 

 東京弁護士会 紛争解決センター（電話：03‐3581‐0031）、 

 第一東京弁護士会 仲裁センター（電話：03‐3595‐8588）、 

 第二東京弁護士会 仲裁センター（電話：03‐3581‐2249）、 

 愛知県弁護士会 紛争解決センター（電話：052‐203‐1777）、 

 愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター（電話：0564‐54‐ 

 9449）で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望される

お客様は、上記ひだしんお客さま相談室または下記窓口までお申し

出ください。 

【窓  口：一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 

 受 付 日：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日および協会の休業日は

除く） 

 受付時間：９：００～１７：００ 

 電 話：０３-３５６７-２４５６ 

 住 所：〒１０４-００３１ 

東京都中央区京橋１-９-５（全国信用組合会館内） 

（令和４年４月１日現在） 

 


